
確認欄 該当基準 ※根拠条例等

申請者 1
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる
活動を行う者ではないか。

条例 条例第4条第3項第1項

使用区域 2 使用区域が各公園の許可可能区域であるか（立入禁止区域等を含んでいないか）。 ② 条例第5条第1項第6号

使用日時 3 使用時間が深夜や早朝など、近隣の迷惑になる時間帯ではないか。 ③ 〃

4 販売物品が射幸心をあおるでものではないか。 ③
（施行令第第5条6項　解
説参照）

5 販売物品や入場料の価格が同種のものと比較して高額ではないか。 ③ 〃

6 開催に当たり、法令等により許可を要する場合、該当する許可（免許）等を有しているか。 ③

7 周囲に迷惑となるような音量を発することがないか。 ① 条例第5条第1項8号

8 火気を使用する場合には、所定の場所となっているか（火気厳禁の場所での使用計画となっていないか）。 ② 条例第5条第1項5号

9
マラソン等で園路を使用する場合の走路が他の来園者の支障を及ぼさないものとなっているか。
また、コースについては指定管理者と調整しているか。

① 条例第5条第1項8号

10
イベント参加者の駐輪場が確保されているか（公園管理者の承諾を得た場所への駐輪場設置及び整理員
の配置）。

① 条例第5条第1項8号

11 刑法（公然わいせつ罪等）や公序良俗に反する利用ではないか。 ③

運営体制 12 イベントを実施するにあたり、実施可能な運営体制になっているか（当日の連絡表が添付されているか）。 ③ ※審査基準として確認

13 火災、盗難、人身事故等の防止に努めているか（安全管理体制が整っているか）。 ③

14 使用時における警備体制が整っているか（当日の警備体制表の有無）。 ③ ※審査基準として確認

15 天候の急変などに対して来場者の安全確保の体制が整っているか。 ③

16
必要に応じて交通機関、駐車場の確保、警察、消防等との調整を行っているか（併せて、指定管理者との
調整を行っているか）。

③

17
必要に応じて公園駐車場、周辺道路における誘導等の対策を講じているか（併せて、指定管理者との調整
を行っているか）。

②

18
当日の緊急連絡体制・警備計画・安全対策・救護体制等が整備されているか（緊急連絡表・警備体制表が
添付されているか）。

③ ※審査基準として確認

19
必要に応じて飲料水の確保、模擬店等の設置、仮設トイレの設置、ごみ箱の設置・ゴミ袋の配布（園外処
分・清掃処理）、日照による参加者への影響等の対策を講じているか（併せて、指定管理者との調整を行っ
ているか）。

③

20 必要に応じて感染症対策を講じているか。 ③

21 必要に応じて公園周辺住民への周知（イベント責任者による地元自治会への説明等）を行っているか。 ③

22 必要に応じて公園内の樹木・芝生・草花等への影響があれば、対策を講じているか。 ②

23 都市公園法、大阪府都市公園条例に反していないか。 ③

確認欄

目的 1 使用目的（イベント内容）が明記されているか。

実施者 2 実施者（主催、協賛、後援など）が明記されているか。

会場計画 3 会場計画が明記されているか。

使用日時 4 使用時間が明記されているか（準備・イベントの開始及び終了・整備・清掃等の時間も含む）。

5
イベント中止の判断基準が明記されているか（いつ時点のどの気象（大雨注意報等）をもって判断するの
か、特に有料イベントは要注意）。

6
有料イベントが中止の場合における返金の有無などの対応について、明記されているか。
（返金が無い場合に参加者とのトラブルが想定されないか）

7
イベント中止の際の判断基準や中止の場合の対応について、参加者等への事前周知方法等は明記されて
いるか（いつどのように告知するのか等）。

運営体制 8 イベントを実施するにあたり、実施可能な運営体制になっているか（当日の連絡表が添付されているか）。

9 使用時における警備体制が整っているか（当日の警備体制表の有無）。

10
当日の緊急連絡体制・警備計画・安全対策・救護体制等が整備されているか（緊急連絡表・警備体制表が
添付されているか）。

11 飲食物の対面販売で、特定原材料の表示及び特定原材料に準ずるものの説明の体制が整っているか。

12
施設の使用に伴い、仮設の工作物を設置はないか（ある場合には、土木事務所長の許可を受けている
か）。

13
公園の電気・水道等の使用はあるか。使用する場合には、別途光熱水費の支払いが発生するため、指定
管理者に別途申請書を提出しているか。（指定管理者との使用者負担の協定の締結が必要）

14 申請団体の概要（定款等、役員名簿を含む）が添付されているか（個人の場合は不要）。

15 イベント開催に関する収支計画書が添付されているか。

事故防止
計画

※再掲、添付資料の確認

※再掲、添付資料の確認

※再掲、添付資料の確認

府営公園におけるイベントの許可判断のチェック項目【形式】

その他

※根拠条例等

条例第5条第1項第8号

法第6条及び第7条

府営公園におけるイベントの許可判断チェックリスト

イベントの
計画内容

府営公園におけるイベントの許可判断のチェック項目【内容】

その他

事故防止
計画

【行為許可・審査基準】
次の①から③までのいずれにも該当すること。
①　一般来園者の公園利用に、著しい支障をきたさない箇所及び方法で行われるものであること。
②　公園施設の管理に支障をきたさない箇所及び方法で行われるものであること。
③　都市公園で行われる催しとして適切な内容であること。

【資料21-3関係】


